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県有財産随時売払募集要項 
 

１ 随時募集物件  

物件番号 所  在 地番 地目 面積 予定価格 

敦賀-１ 敦賀市公文名４号八反田 ４番 2 雑種地 851.95 ㎡ 14,400,000 円 

大野-１ 

①大野市陽明町三丁目 

②大野市陽明町三丁目 

1304 番 

1305 番 
宅地 

 272.24 ㎡ 

790.83 ㎡ 13,380,000 円 

   1063.07 ㎡ 

大野-２ 大野市陽明町四丁目 502 番 宅地 1141.10 ㎡ 10,930,000 円 

物件の詳細については、「物件の詳細」（Ｐ１１～）をお読みください。 
 

２ 申込者の資格 
 次に掲げる条件をすべて満たす者 

①地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３８条の３第１項および地方自治法施行令

（昭和２２年５月３日政令第１６号）第１６７条の４に該当しない者であること。 

②次のアからオまでのいずれにも該当しない者であること。 

ア 役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員またはその支店

もしくは常時契約を締結する事務所を代表する者をいう。以下同じ。）が暴力団員（暴

力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号

に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）である者 

イ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する

暴力団をいう。以下同じ。）または暴力団員が経営に実質的に関与している者 

ウ 役員等が自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加

える目的をもって、暴力団または暴力団員の利用等をしている者 

エ 役員等が、暴力団もしくは暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与する

など直接的もしくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、または関与している者 

オ 役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

 

３ 申込受付 
 （１）申込方法  随時売払による買受を希望する方は、以下の書類を財産活用課へ提出し

てください。（各様式は P４3～P４8 にあります） 

          ①県有財産買受申込書 

          ②資格誓約書 

          ③印鑑登録証明書（3 か月以内のもの）※共有名義の場合は共有者全員分 

          ④個人の場合：住民票（3 か月以内のもの）※共有名義の場合は共有者全員分 

                                          マイナンバーの記載がないもの 

           法人の場合：法人登記簿謄本（3 か月以内のもの）および役員名簿 

          ⑤代理の方が申し込みする場合：委任状 

          ⑥買受申込書持参者の本人確認書類 

 

（２）受付期限  令和８年１１月１９日（木）午後５時まで 
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（３）受付場所  福井県総務部財産活用課 

          福井市大手３丁目１７－１ 福井県庁６階 

          ※郵便、電話、ファックス、電子メールによる申込みは受け付けません。 

 

（４）受付時間  午前８時３０分～午後５時まで（土、日、祝休日等の閉庁日を除く） 

 

（５）留意事項 

   ①共有名義で買受を希望する方は、「県有財産買受申込書」および「資格誓約書」に 

    共有名義者全員の氏名、持ち分を連記し提出してください。 

   ②代理人が申込書を持参する場合は、「委任状」を提出してください。 

   ③買受申込書の名義で契約および所有権移転登記を行いますので、申込書記入の際 

    には、十分ご注意ください。 

   ④現地説明会は行いませんので、必ず事前に、ご自身で現地をご確認ください。 

     「利用計画に見合った造成・開発・建物の建築等が可能か」など、詳細について 

は、必ず、あらかじめ関係機関でご確認ください。その他、諸規制、利用制限の 

内容等にかかる照会についても、必ず関係機関に事前に行ってください。 

    ⑤物件は現状での引渡しになります。 

⑥現況と物件調書等とが相違する場合には、現況が優先します。 

    ⑦現地が県有地である間は、立ち入り可能ですが（事故等について、県は一切責を 

     負いません。）看板、柵、ロープ、鎖等については外したり、傾けたりしないで 

ください。 

    ⑧電柱等の移転・撤去、立木の伐採、雑草の草刈、ゴミの撤去、切り株の除去、 

フェンス・囲障・擁壁・井戸などの地上・地下・空中工作物の補修・撤去などの 

負担および調整は、物件内外を問わず、県では行いません。 

    ⑨工作物等にかかる隣接地との越境関係について、県は解消のための交渉や手続き 

     は行いません。 

    ⑩上下水道、電気および都市ガスなどの供給処理施設の引き込みに要する費用は、 

     買受者の負担となります。 

【敦賀-1 について】 

 ⑪令和６年に解体された建物の基礎杭が地中に一部残存しています。また、建物解体

工事中に、複数の地下埋設物（埋設杭、コンクリートガラ）が確認されました。こ

れらについては撤去済みですが、別途の地下埋設物調査は行っていないため、その

他に地下埋設物が残存している可能性があります。杭・埋設物に関する資料につき

ましては、財産活用課のホームページに掲載しておりますので、必ず事前にご確認

ください。 

⑫西側のコンクリート立上がり部分が敦賀市所有の水路に越境しており、当該部分を

利用する場合は占用許可申請を要し使用料が発生する可能性があります。 

   【大野-１について】 

    ⑬当該物件は令和４年度に解体した職員住宅の跡地であり、浄化槽の一部および底板

が地中に残存しています。  

 

 ＊「物件調書」は物件の概要を把握するための参考資料ですので、必ず現地 

および利用等にかかる諸規制についての調査確認を行ってください。 
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４ 買受予定者の決定 
   買受予定者は先着順により決定します。ただし、同一物件について、同一時刻に複数 

  の申込みがあった場合はくじ引きにより受付順位を決定します。 

 

５ 契約に付す条件 
買受者は、県有財産売買契約締結後、当該契約締結の日から１０年間、売買物件を風俗

営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第１

項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する

業の用ならびに暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第２号に規定する暴力団の事務所の用に供することはできません。また、それらの

用に供する目的で、売買物件について第三者に対しての一切の権利の設定もしくは所有権

の移転をしてはなりません。 

なお、この条件に違反した場合には、県の定める金額（売買代金の１割）を違約金とし

て県に支払わなければなりません。 

 

 

６ 契約の締結等 
売払いを決定した場合、通知書を送付しますので、通知を受けた日から７日以内に売 

  買契約を締結していただきます。なお、支払いの方法により、次の手続きとなります。 

 

（１）売買契約締結と同時に売買代金を納付する方法 

  ①通知書とともに、契約書、納入通知書、登記請求書を送付します。 

②通知を受けた日から、７日以内（土・日曜・祝祭日を除く。）に納入通知書により福井

県が指定する金融機関（ゆうちょ銀行を除く。)で売買代金全額を納入してください。 

③売買代金を納入した領収書、押印した契約書（１通のみ収入印紙添付）、住民票もしく

は法人登記簿謄本(３か月以内のもの)、印鑑証明書（３か月以内のもの）、登記請求書

および登録免許税(収入印紙)を添えて、福井県総務部財産活用課（県庁６階）へお持ち

ください。 

   なお、期限までに契約を締結されない場合は申込みが無効となりますので、ご注意くだ

さい。 

 

（２）売買契約締結から３０日以内に売買代金を納付する方法 

  ①通知書とともに、契約書を送付します。 

②通知を受けた日から７日以内（土・日曜・祝祭日を除く。）に押印した契約書(１部のみ

収入印紙添付)および印鑑証明書（３か月以内のもの）を福井県総務部財産活用課（県

庁６階）へお持ちください。 

③売買契約締結と同時に契約保証金として売買代金の１００分の１０以上を納付してい

ただきます。 

④売買契約締結の日から起算して３０日以内に納入通知書により福井県が指定する金融

機関（ゆうちょ銀行を除く。）で契約保証金とは別に売買代金全額を納入してください。

（契約締結時に納入通知書と登記請求書をお渡しします。） 

⑤売買代金を納入した領収書、住民票もしくは法人登記簿謄本（３か月以内のもの）、登

記請求書および登録免許税（収入印紙）を添えて、福井県総務部財産活用課へお持ちく

ださい。 
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なお、３０日以内に売買代金を支払わない場合には、契約保証金は県に帰属することに

なりますのでご注意ください。（注）売買代金の分割納付はできません。 

 

（３）契約条項については、県有財産売買契約書（案）（Ｐ５～Ｐ１０）のとおりですのでご

熟読ください。 

 

 

７ 所有権の移転等 
（１）売買代金の納付が行われたときに所有権の移転があったものとし、物件を引き渡したも

のとします。（現地での引渡しは行いません。） 

（２）所有権の移転登記は、物件の引渡し後、県が直接行います。 

   売買契約書（県保管のもの１部）に貼付する収入印紙、所有権移転登記に必要な登録免

許税等、本契約の締結および履行に必要な一切の費用は、買受者の負担となります。 

  （注）物件の引渡しは現状のままで行いますので、必ず事前に現地を確認してください。 

     （現況と物件調書等とが相違する場合には、現況が優先します。） 

 

 

（参 考） 

  ◎印紙税額 

 契約金額（売買代金）   収入印紙   

  ５百万円～１千万円 ５千円  

 １千万１円～５千万円  １万円  

 ５千万１円～１億円    ３万円    

  １億１円～５億円   ６万円  

（契約書を平成２６年４月１日～令和９年３月３１日に作成した場合） 

 

◎登録免許税 

 

（令和１１年３月３１日までに登記する場合）  

（注）「不動産の価額」は、一般に固定資産税評価額とされています。 

 

 不動産の価額×１，０００分の１５ 
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県有財産売買契約書（案１） 

 

 売払人 福井県（以下「甲」という。）と買受人      （以下「乙」という。）は、県

県有財産の売買について次の条項のとおり契約（以下、「本契約」という。）を締結する。 

 （信義誠実の義務） 

第１条 甲および乙は、信義を重んじ誠実にこの契約を履行しなければならない。 

 （売買物件） 

第２条 売買物件は、次のとおりとする。 

所  在   地 番 地 目 実測面積 

〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇 宅地 〇〇〇〇㎡ 

 （売買代金） 

第３条 乙が甲に支払う売買代金は、金        円とする。 

（売買代金の納付） 

第４条 乙は、売買代金を本契約締結と同時に甲の発行する納入通知書により納付しなければ

ならない。 

（契約保証金） 

第５条 甲は、乙が納付すべき契約保証金を免除する。 

 （土地の面積） 

第６条 甲と乙は、本物件については実測面積で売買する。 

 （所有権の移転および登記の嘱託） 

第７条 売買物件の所有権は、乙が売買代金を納付した時に乙に移転する。 

２ 乙は、所有権移転までに、登録免許税相当額の領収証書または印紙を添えて所有権移転登

記を甲に請求し、甲は、売買物件の所有権が移転した後、遅延なく所有権移転登記を嘱託す

るものとする。 

 （売買物件の引渡し） 

第８条 売買物件の引渡しは現況のまま行うものとする。 

２ 売買物件は、前条第１項の規定により所有権が移転した時、乙に対し完全に引き渡され

たものとする。 

（危険負担） 

第９条 本契約締結の時から前条に定める引渡しの時までの間において、売買物件が天災地変

その他甲または乙のいずれの責めに帰すことのできない事由により滅失または損傷し、補

修が不能または補修に過大な費用を要し、本契約の履行が不可能となったときは、甲乙双

方書面により通知して、本契約を解除することができる。また、乙は、本契約が解除され

るまでの間、売買代金の支払いを拒むことができる。 

２ 甲は、売買物件の引渡し前に、前項の事由によって当該物件が損傷した場合であっても、

補修することにより本契約の履行が可能であるときは、甲は、売買物件を補修して乙に引

き渡すことができるものとする。この場合、補修行為によって引渡しが本契約に定める引

渡しの時を超えても、乙は、甲に対し、その引渡しの延期について異議を述べることはで

きない。 

【売買代金を即納する場合】 
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３ 第１項によって、本契約が解除された場合、甲は、乙に対し、受領済みの金員を無利息

で速やかに返還するものとする。 

（土地の定着物の所有権） 

第１０条 土地と一体となった工作物、立竹木等で、土地そのものの構成部分とみられるもの

は、土地の所有権に含むものとする。 

（所有権以外の権利） 

第１１条 甲は、売買物件に質権、抵当権その他担保の設定などがある場合には、引渡期限ま

でに抹消するものとする。 

（契約不適合責任） 

第１２条 乙は、本契約締結後、売買物件が種類、品質または数量に関して契約の内容に適合

しないものであることを発見しても、甲に対し、売買物件の補修、代替物の引渡しまたは

不足分の引渡しによる履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求および契約

の解除をすることができないものとする。 

 (特 則) 

第１３条 乙は、本契約締結の日から１０年間売買物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化

等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第１項に定める風俗営業および、同

条第５項に定める性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用ならびに暴力団員に

よる不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する

暴力団の事務所の用に供してはならない。また、それらの用に供する目的で、売買物件に

ついて第三者に対して一切の権利の設定または所有権の移転をしてはならない。 

（違約金） 

第１４条 乙は、前条に定める義務に違反したときは、金〔＊契約金額の 10/100〕円を違約

金として甲に支払わなければならない。  

２ 前項の違約金は、第１７条に定める損害賠償額の予定またはその一部と解釈しない。 

（契約の解除） 

第１５条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないとき、および暴力団員による不当な行

為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員または同条第２号に規定する

暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有していると認められるときは、本契約を解除す

ることができる。 

（乙の原状回復義務） 

第１６条 乙は、甲が前条の規定により解除権を行使したときは、甲の指定する期日までに、

売買物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を原状に回復

させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。 

２ 乙は、前項ただし書きの場合において、売買物件が滅失または毀損しているときは、そ

の損害賠償として契約解除時の時価により減損額に相当する金額を甲に支払わなければ

ならない。また、乙の責めに帰すべき事由により甲に損害を与えている場合には、その損

害に相当する金額を甲に支払わなければならない。 

３ 乙は、第１項に定めるところにより売買物件を甲に返還するときは、甲の指定する期日

までに、当該物件の所有権移転登記承諾書を甲に提出しなければならない。 

（損害賠償） 

第１７条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、その損害の

賠償を請求することができる。 
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（契約の費用） 

第１８条 本契約の締結および履行等に関して必要な費用は、すべて乙の負担とする。 

（関係規則の適用） 

第１９条 本契約においては、本契約に定めるもののほか、福井県公有財産等管理規則（昭和

３９年福井県規則第１５号）および福井県財務規則（昭和３９年福井県規則第１１号）の

適用を受けるものとする。 

（紛争等の解決） 

第２０条 本契約について訴訟等が生じたときは、甲の事務所の所在地を所管する裁判所を第

一審の管轄裁判所とする。 

（疑義等の決定） 

第２１条 本契約について疑義のある事項またはこの契約に定めのない事項については、甲乙

協議のうえ定めるものとする。 

 

 上記の契約の締結を証するため、本契約書２通を作成し、甲乙両者記名押印のうえ、各自そ

の１通を保有する。 

 

令和  年  月  日 

 

 

       （甲）売払人   福井市大手３丁目１７番１号 

                         福井県知事  石田 嵩人 

 

 

             （乙）買受人    
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県有財産売買契約書（案２） 

 

 売払人 福井県（以下「甲」という。）と買受人       （以下「乙」という。）は、県

有財産の売買について次の条項のとおり契約（以下、「本契約」という。）を締結する。 

 （信義誠実の義務） 

第１条 甲および乙は、信義を重んじ誠実にこの契約を履行しなければならない。 

 （売買物件） 

第２条 売買物件は、次のとおりとする。 

所  在   地 番 地 目 実測面積 

〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇 宅地 〇〇〇〇㎡ 

（売買代金） 

第３条 乙が甲に支払う売買代金は、金         円とする。 

（売買代金の納付） 

第４条 乙は、売買代金を本契約締結日から起算して３０日以内に甲の発行する納入通知書によ

り納付しなければならない。 

（契約保証金） 

第５条 乙は、本契約締結と同時に、契約保証金として金 〔＊契約金額の 10/100 以上〕円を

甲に納付しなければならない。 

２ 第１項の契約保証金は、売買代金納付後還付するものとする。 

３ 乙が前条に定める義務を履行しないときは、契約保証金は、県に帰属するものとする。 

（土地の面積） 

第６条  甲と乙は、本物件については、実測面積で売買する。 

（所有権の移転および登記の嘱託） 

第７条  売買物件の所有権は、乙が売買代金を納付した時に、乙に移転する。 

２ 乙は、所有権移転までに、登録免許税相当額の領収証書または印紙を添えて所有権移転登

記を甲に請求し、甲は、売買物件の所有権が移転した後、遅延なく所有権移転登記を嘱託す

るものとする。 

（売買物件の引渡し） 

第８条 売買物件の引渡しは現況のまま行うものとする。 

２ 売買物件は、前条第１項の規定により所有権が移転した時、乙に対し完全に引き渡された

ものとする。 

（危険負担） 

第９条 本契約締結の時から前条に定める引渡しの時までの間において、売買物件が天災地変そ

の他甲または乙のいずれの責めに帰すことのできない事由により滅失または損傷し、補修が

不能または補修に過大な費用を要し、本契約の履行が不可能となったときは、甲乙双方書面

により通知して、本契約を解除することができる。また、乙は、本契約が解除されるまでの

間、売買代金の支払いを拒むことができる。 

２ 甲は、売買物件の引渡し前に、前項の事由によって当該物件が損傷した場合であっても、

補修することにより本契約の履行が可能であるときは、甲は、売買物件を補修して乙に引き

渡すことができるものとする。この場合、補修行為によって引渡しが本契約に定める引渡し

の時を超えても、乙は、甲に対し、その引渡しの延期について異議を述べることはできない。 

３ 第１項によって、本契約が解除された場合、甲は、乙に対し、受領済みの金員を無利息で

速やかに返還するものとする。 

【契約後契約保証金を納入し、３０日以内に売買代金を支払う場合】 
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（土地の定着物の所有権） 

第１０条 土地と一体となった工作物、立竹木等で、土地そのものの構成部分とみられるものは、

土地の所有権に含むものとする。 

（所有権以外の権利） 

第１１条 甲は、売買物件に質権、抵当権その他担保の設定などがある場合には、引渡期限まで

に抹消するものとする。 

（契約不適合責任） 

第１２条 乙は、本契約締結後、売買物件が種類、品質または数量に関して契約の内容に適合し

ないものであることを発見しても、甲に対し、売買物件の補修、代替物の引渡しまたは不足

分の引渡しによる履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求および契約の解除

をすることができないものとする。 

（特 則） 

第１３条 乙は、本契約締結の日から１０年間売買物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化 

等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第１項に定める風俗営業および、同条

第５項に定める性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用ならびに暴力団員による

不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団

の事務所の用に供してはならない。また、それらの用に供する目的で、売買物件について第

三者に対して一切の権利の設定または所有権の移転をしてはならない。 

（違約金） 

第１４条 乙は、前条に定める義務に違反したときは、金〔＊契約金額の 10/100〕円を違約金

として甲に支払わなければならない。  

２ 前項の違約金は、第１７条に定める損害賠償額の予定またはその一部と解釈しない。 

（契約の解除） 

第１５条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないとき、および暴力団員による不当な行為

の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員または同条第２号に規定する暴力

団もしくは暴力団員と密接な関係を有していると認められるときは、本契約を解除すること

ができる。 

（乙の原状回復義務） 

第１６条 乙は、甲が前条の規定により解除権を行使したときは、甲の指定する期日までに、売

買物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を原状に回復させ

ることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。 

２ 乙は、前項ただし書きの場合において、売買物件が滅失または毀損しているときは、その

損害賠償として契約解除時の時価により減損額に相当する金額を甲に支払わなければなら

ない。また、乙の責めに帰すべき事由により甲に損害を与えている場合には、その損害に相

当する金額を甲に支払わなければならない。 

３ 乙は、第１項に定めるところにより売買物件を甲に返還するときは、甲の指定する期日ま

でに、当該物件の所有権移転登記承諾書を甲に提出しなければならない。 

（損害賠償） 

第１７条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、その損害の賠

償を請求することができる。 

（契約の費用） 

第１８条 本契約の締結および履行等に関して必要な費用は、すべて乙の負担とする。 

（関係規則の適用） 

第１９条 本契約においては、本契約に定めるもののほか、福井県公有財産等管理規則（昭和３

９年福井県規則第１５号）および福井県財務規則（昭和３９年福井県規則第１１号）の適用

を受けるものとする。 
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（紛争等の解決） 

第２０条 本契約について訴訟等が生じたときは、甲の事務所の所在地を所管する裁判所を第一

審の管轄裁判所とする。 

（疑義等の決定） 

第２１条 本契約について疑義のある事項またはこの契約に定めのない事項については、甲乙協

議のうえ定めるものとする。 

 

 上記の契約の締結を証するため、本契約書２通を作成し、甲乙両者記名押印のうえ、各自その

１通を保有する。 

 

令和  年  月  日 

 

 

         （甲）売払人   福井県福井市大手３丁目１７番１号 

                            福井県知事  石田 嵩人 

 

               （乙）買受人  
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入札物件の詳細 
 

 

 

物件番号：敦賀－１ 

敦賀市公文名４号八反田４番２（土地)  

 

案 内 図 

地 形 図 （ 公 図 ） 

用 地 実 測 図 

物  件  調  書 
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【案内図】  
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登 記 簿

登 記 簿

敦賀－１

所 在 地

住 居 表 示

都市計画区域（内・外）

都
　
　
市
　
　
計
　
　
画
　
　
法

物 件 調 書

雑種地

（１）都市計画法・土地区画整理法に基づく制限

法令に基づく制限概要

（制限の概要）

面　　　　　積 851.95㎡ 実測面積は、
（確定測量図・丈量図・現況測量
図・用地実測図）
に基づく現　　況

（備考）

地　　　　　目

有（１　計画決定　　２　事業決定　　名称　　　　　　　　　幅員　　ｍ）　　　

851㎡ 実　　測

有 ・ 無

無

　１　許可番号　　　　　号（平成　　年　　月　　日）

　２　完了公告　　　　　号（平成　　年　　月　　日）

　許可等の種類

敦賀市公文名４号八反田４番２

－

都市計画道路

宅地

仮換地指定　　　（　未・済　）　　　年　　月　　日　　　　　号

換地処分の公告（予定・済）　　　　　年　　月　　日

清算金 　有　・　無　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

換地（予定）期日

　１　市街化区域　　２　市街化調整区域　　３　非線引区域　　４　準都市計画区域

　５　その他

土
地
区
画
整
理
法

名称

（備　考）

土地区画整理事業 　有　・　無　・　施行中計画

開発許可等

1／6
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（備考）

私道の変更または廃止の制限

200%
容積率＝〔道路幅員〕　　　　　ｍ×　　　／10×100％

建物の高さの制限

延床面積の限度
（容積率制限）

外壁後退・壁面線の制限 　　有　　・　　無

特別・用途・地区

１　道路斜線制限　　２　隣地斜線制限　　３　北側斜線制限
４　絶対高さ　１０ｍ・１２ｍ
５　日影による中高層の建築物の制限（　　　種）

１　防火地域　　２　準防火地域　　３　高度地区　　４　高度利用地区　　５　特定街区

６　景観地区　　７　風致地区　　８　災害危険区域　　９　地区計画区域

１０　高層住居地区　　１１　都市再生特別地区　　　１２　特別用途地区

１３　特定用途制限地域　１４　その他（下記制限の概要のとおり　　　　　　　　　　）

建築面積の限度
（建ぺい率制限）

ただし接面道路の幅員により左記容積率がさらに下記のとおり制限されます。

（制限の概要）
　・　敦賀市立地適正化計画における居住誘導区域外・都市機能誘導区域外
　・　敦賀市土地利用調整条例（第一種中高層住居専用地域に準じる）

建築協定

地
域
・
地
区
・
街
区

60%

用
途
地
域

（制限の概要）

１ 第一種低層住居専用地域　　２ 第二種低層住居専用地域

３ 第一種中高層住居専用地域　　４ 第二種中高層住居専用地域　 ５ 第一種住居地域

６ 第二種住居地域　　７ 準住居地域   ８ 近隣商業地域 　 ９ 商業地域

10 準工業地域　　11 工業地域 　12　工業専用地域　13　用途地域の指定なし

（２）建築基準法に基づく制限

　　有　　・　　無

　　有　　・　　無

2／6
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その他
（　　　　　　　）
（　　　　　　　）２３　港湾法

７　　景観法

５８　高齢者、障がい
者等の移動等の円滑化
の促進に関する法律

４０　海岸法 ５１　土地収用法

（３）その他の法令に基づく制限

※数字は、宅地建物取引業法施行令第３条１項各号に掲げる法令それぞれの各号の番号です。

３０　都市公園法

３１　自然公園法

１６　近畿圏の近郊整備区域及
び都市開発区域の整備及び開発
に関する法律

３３　近畿圏の保全区域の
整備に関する法律

２４　住宅地区改良法

１４　旧市街地改造法（旧防災
建築街区造成法において準用す
る場合に限る）

１０　地方拠点都市地域整備及
び産業業務施設再配置の促進に
関する法律

（制限の概要）
・敦賀市景観条例に基づく景観計画区域内にあり、一定の行為について届け出が必要です。
・宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく宅地造成等工事規制区域内にあり、一定の行為について許
可等が必要です。

１８　都市再開発法

２２　地域における歴史的風致
の維持及び向上に関する法律

３９ 特定都市河川浸水被
害対策法

３８　河川法

８　　土地区画整理法

５４　国土利用計画法

５６　廃棄物の処理及
び清掃に関する法律

２５　公有地拡大推進法

２６　農地法

２７　宅地造成等規制法

５７　土壌汚染対策法

５２　文化財保護法

４３　地すべり等防止法

４４　急傾斜地法

４８　道路法

５０　全国新幹線鉄道整
備法

４５　土砂災害防止対策
推進法

４２　砂防法

４６　森林法

５３　航空法（自衛隊
法において準用する場
合を含む。）

3／6
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西 側 番 有効 4.8 ｍ 6.9 ｍ

側 番 ｍ ｍ

側 番 ｍ ｍ

側 番 ｍ ｍ

(１)

(２)

(３)

(４)

2

3

4

ｍ ｍ
路地状敷地（敷地延長）の制限

道
路
の
種
類

土地を建築物の敷地として利用するため上記１の法によらないで道を築造
しようとする者が特定行政庁から指定を受けたもの（位置指定道路）

法４３条１項但書の適用

道路の種類（下記） 幅員（ｍ）

敷地と道路との関係

（法45条による制限があります）

　　　有　・　無

道路境界線後退（セットバック）
による建築確認対象面積の減少
（セットバックの内容）

※法：建築基準法

接道長さ（ｍ）

公道・私道

接
　
面
　
道
　
路

　　　有　・　無

1

上記１～３に該当しない道路（建築確認不可）

　　有　・　無　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（　可　・　否　）

私道の変更又は廃止の制限

敷地と道路との関係（概略図）

路地状部分の長さ 路地状部分の幅員

建築物の建築の可否

上記１（３）に該当する道路のうち、幅員が４ｍ未満のもので特定行政庁
が指定したもの　　　　　　　　　　　　　　　　（法４２条２項道路）

接道方向 公・私道の別

公道・私道

公道・私道

１（１）

道路法による道路

都市計画法、土地区画整理法、旧住宅地造成事業法、都市再開発法、
新都市基盤整備法、大都市地域における住宅地等の促進に関する法律による
道路

道路位置指定道路

公道・私道

昭和・平成　　年　　月　　日　第　　　　　　　号

建築基準法第３章が適用されるに至った際、現に存在する道

道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、
大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する法律による新設変更の
事業計画のある道路で２年以内にその事業が執行される予定のものとして
特定行政庁が指定したもの

4／6
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㎡ （持分　　／　　）

円

㎡

下水道

供給処理施設の概要

接面道路配線 有・無

接面道路配管

（備考）

住　　所

氏　　名

敦賀市上下水道お客様センター

敦賀市上下水道お客様センター

敦賀市上・下水道課管理の図
面上は引込済、現地では汚水
桝確認できず

有・無

負担金

建築基準法42条２項等により後退（セットバック）する部分の面積

私道負担等に関する事項

有・無

（備考）

電気

計画なし
℡

都市ガス

１　対象不動産に含まれる私道に関する負担等の内容

負担面積

２　対象不動産に含まれない私道に関する事項

接面道路配管

有・無接面道路配管

℡  0770-22-8143

事業所名施設整備状況配管等の状況

北陸電力送配電株式会社

℡  0570-051-081

私道負担等の有無 　有　・　無

℡  0770-22-8143

所有名義人

上水道

引込可

敦賀市上・下水道課管理の図
面上は引込済、現地では量水
器ボックス確認できず

5／6
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線 駅

線 駅

南西 方 約 4 ㎞・ 徒歩約 50 分

南 方 約 90 ｍ・ 徒歩約 2 分

市役所

支所

役場

小学校 物件の 南西 方 約 0.9 ㎞

中学校 物件の 北西 方 約 1.2 ㎞

 

・砂利敷きの下に防草シートが敷かれています。

参
考
事
項

・地下埋設物調査、地盤調査、土壌汚染調査および電波障害調査は行なっていません。

・現況での売却となります。

・上水道及び公共下水道については、上・下水道課管理の図面では引込済みとなっていますが、上下水道の

その他

　　コミュニティバス

  福井県はその責任をを負いません。

　利用については事業者に事前に確認・相談してください。

・０.５ｍ～３.０ｍ未満の洪水浸水想定区域（想定最大規模）に含まれます。

・接面街路との間に介在する水路上の橋については溝渠敷の占用継続許可申請が必要であり、使用料の支払い

　が必要となる場合があります。詳細については敦賀市水道部経営企画課に確認してください。

・令和６年に解体された建物の基礎杭が地中に一部残存しています。詳細については福井県財産活用課に

＊契約後に売買物件が種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しないものであることを発見しても、

　流れる水が当該側溝に流れる形になっています。

　ですが、別途の地下埋設物調査は行っていないため、その他に地下埋設物が残存している可能性があります。

　確認してください。

・上記建物解体工事中に、複数の地下埋設物（埋設杭、コンクリートガラ）が確認されました。これらについては撤去済み

・西側のコンクリート立上がり部分が敦賀市所有の水路に越境しており、当該部分を利用する場合は占用許可

　申請を要し使用料が発生する可能性があります。詳細については敦賀市水道部経営企画課に確認してくださ

　い。

・敷地内の南側隣接地と接する部分に側溝があり、南側隣接地のブロック塀に設置されている水抜き穴から

※　物件調書は、入札参加者等が物件の概要を把握するための参考資料です。
　　 （制限等の内容についても、概要のみの記載となります。）
　　入札参加、買受申込みの際には、必ずご自身の責任において現地および諸規制についての調
査、確認を行ってください。

小 学 校 粟野南

市町役場

ハピラインふくい鉄道

交通機関および公共施設の状況

バ ス

公 共 施 設

中 学 校

物件の　北　方　約　2.7　km

敦賀

粟野

敦賀

停留所和久野

鉄 道

ＪＲ

交 通 機 関

6／6
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入札物件の詳細 
 

 

 

物件番号：大野－１ 

大野市陽明町三丁目１３０４番地(土地)  

大野市陽明町三丁目１３０５番地(土地) 

 

案 内 図 

地 形 図 （ 公 図 ） 

丈 量 図 

物  件  調  書 

 

 

 

大野－１ 
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【案内図】  
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求積表

地  番  1304

G33-25 -520.457 44778.179 37.972 -19762.793204

G33-12 -522.147 44816.641 38.397 -20048.878359

G33-13 -528.628 44816.576 -37.972 20073.062416

G33-24 -528.247 44778.669 -38.397 20283.100059

NO n n nX nY Y Y－ X Y Y -・ ( + )－1 1nn n + - 1 1

合  計 544.490912

合  計  面  積 272.24

地  積 272.24 ㎡

地  番  1305

G33-24 -528.247 44778.669 36.641 -19355.498327

G33-13 -528.628 44816.576 37.683 -19920.288924

G33-14 -551.069 44816.352 -36.641 20191.719229

G33-23 -548.410 44779.935 -37.683 20665.734030

NO n n nX nY Y Y－ X Y Y -・ ( + )－1 1nn n + - 1 1

合  計 1581.666008

合  計  面  積 790.83

地  積 790.83 ㎡

単位：m

S=1:500

金 属 鋲

筆界点 境界標の種類

計 算 点

金 属 プ レ ー ト

合 成 樹 脂 杭

丈　量　図

所在：大野市陽明町三丁目

1303

1306

1703 1704

1304

1305

272.24㎡

790.83㎡

G33-25

G33-12

G33-13

G33-24

G33-14

G33-23

38.50

6
.
4
8

37.91

7
.
8
1

2
2
.
4
4

36.51

2
0
.
2
0
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登 記 簿

登 記 簿 宅地 現　　況 宅地

物 件 調 書

物件：大野-１　　　

（制限の概要）
市街区域及び市街化調整区域の区分がされていないが、都市計画区域内であり、3,000㎡以上
の開発行為は許可が必要。

都市計画道路

実測面積は、
（現況測量図・確定測量図）
に基づく地　　　　　目

所 在 地 大野市陽明町３丁目１３０４番、１３０５番

住 居 表 示

　１　市街化区域　　２　市街化調整区域　　３　非線引区域　　４　準都市計画区域

　５　その他

面　　　　　積 1063.07㎡ 実　　測 1063.07㎡

　１　許可番号　　　　　号（平成　　年　　月　　日）

　２　完了公告　　　　　号（平成　　年　　月　　日）

　有　・　無　・　施行中 名称

（備考）
　

法令に基づく制限概要

（１）都市計画法・土地区画整理法に基づく制限

都
　
　
市
　
　
計
　
　
画
　
　
法

都市計画区域（内・外）

仮換地指定　　　（　未・済　）　　　年　　月　　日　　　　　号

換地処分の公告（予定・済）　　　　平成　２０年　９月　１日

　有　・　無　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（備　考）

清算金

有（１　計画決定　　２　事業決定　　名称　　　　　　　　　幅員　　ｍ）　　　

無

開発許可等 有 ・ 無

　許可等の種類

土
地
区
画
整
理
法

土地区画整理事業 計画 北部第3土地区画整理事業

換地（予定）期日

1／6
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（２）建築基準法に基づく制限

用
途
地
域

１ 第一種低層住居専用地域　　２ 第二種低層住居専用地域

３ 第一種中高層住居専用地域　　４ 第二種中高層住居専用地域　 ５ 第一種住居地域

６ 第二種住居地域　　７ 準住居地域   ８ 近隣商業地域 　 ９ 商業地域

10 準工業地域　　11 工業地域 　12　工業専用地域　13　用途地域の指定なし
（制限の概要）　　住宅、アパート、兼用住宅、3,000㎡の店舗、事務所、病院等は建築可。

地
域
・
地
区
・
街
区

特別・用途・地区

１　防火地域　　２　準防火地域　　３　高度地区　　４　高度利用地区　　５　特定街区

６　景観地区　　７　風致地区　　８　災害危険区域　　９　地区計画区域

１０　高層住居地区　　１１　都市再生特別地区　　　１２　特別用途地区

１３　特定用途制限地域　１４　その他（　　　　　　　　　　）
（制限の概要）　なし

建築協定 　　有　　・　　無

建築面積の限度
（建ぺい率制限）

60%

延床面積の限度
（容積率制限）

200%
ただし接面道路の幅員により左記容積率がさらに下記のとおり制限されます。

容積率＝〔道路幅員〕　　　　　ｍ×　　　／10×100％

外壁後退・壁面線の制限 　　有　　・　　無

建物の高さの制限
１　道路斜線制限　　２　隣地斜線制限　　３　北側斜線制限
４　絶対高さ　１０ｍ・１２ｍ
５　日影による中高層の建築物の制限（　二　種）

私道の変更または廃止の制限 　　有　　・　　無

（備考）

2／6
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（３）その他の法令に基づく制限

※数字は、宅地建物取引業法施行令第３条１項各号に掲げる法令それぞれの各号の番号です。

５の３　景観法 14　住宅地区改良法 20　海岸法 27　土地収用法

６　土地区画整理法 15　公有地拡大推進法 21　砂防法 28　文化財保護法

６の３　地方拠点都市地域整
　　　備及び産業業務施設再
　　　配置の促進に関する法律

16　農地法 22　地すべり等防止法 29　航空法（自衛隊法
　において準用する場
　合を含む。）17　宅地造成等規制法 23　急傾斜地法

８　旧市街地改造法（旧防
災
　建築街区造成法において
準

17の２　都市公園法
23の2　土砂災害防止
　　　対策推進法

30　国土利用計画法

18　自然公園法 24　森林法 31　廃棄物の処理及
　び清掃に関する法
　律

10　近畿圏の近郊整備区域
　及び都市開発区域の整備
　及び開発に関する法律

18の３　近畿圏の保全
　　　区域の整備に関
　　　する法律

25　道路法

26　全国新幹線鉄道
　整備法

32　土壌汚染対策法

12　都市再開発法 19　河川法 33　高齢者、障がい者
　　等の移動等の円滑
　　化の促進に関する
　　法律

12の５　地域における歴史
　　　的風致の維持及び向
　　　上に関する法律

19の2 特定都市河川浸
　　水被害対策法

その他
（　　　　　　　）
（　　　　　　　）13　港湾法

（制限の概要）
28.文化財保護法に基づく埋蔵文化財包蔵地の指定はない。
32.土壌汚染対策法に基づく土壌汚染の可能性に有無については、履歴調査の結果、可能性は低いも
のと判断した。

3／6
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西 側 番 14 ｍ 27 ｍ

側 番 ｍ ｍ

側 番 ｍ ｍ

側 番 ｍ ｍ

(１)

(２)

(３)

(４)

2

3

4

ｍ ｍ

敷地と道路との関係 ※法：建築基準法

接
　
面
　
道
　
路

接道方向 公・私道の別 道路の種類（下記） 幅員（ｍ） 接道長さ（ｍ）

公道・私道 1（1）

公道・私道

公道・私道

公道・私道

道路位置指定道路 昭和・平成　　年　　月　　日　第　　　　　　　号

道
路
の
種
類

1

道路法による道路

都市計画法、土地区画整理法、旧住宅地造成事業法、都市再開発法、
新都市基盤整備法、大都市地域における住宅地等の促進に関する法律による
道路

建築基準法第３章が適用されるに至った際、現に存在する道

道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、
大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する法律による新設変更の
事業計画のある道路で２年以内にその事業が執行される予定のものとして
特定行政庁が指定したもの

土地を建築物の敷地として利用するため上記１の法によらないで道を築造
しようとする者が特定行政庁から指定を受けたもの（位置指定道路）
上記１（３）に該当する道路のうち、幅員が４ｍ未満のもので特定行政庁
が指定したもの　　　　　　　　　　　　　　　　（法４２条２項道路）

上記１～３に該当しない道路（建築確認不可）

法４３条１項但書の適用 　　　有　・　無

道路境界線後退（セットバック）
による建築確認対象面積の減少

　　　有　・　無

西側接面道路の側溝部分の真下の一部がコンクリート擁壁ブロックと、廃止撤去された浄化槽の底
板が残置されている。平成２０年土地区画整理事業施工による道路施設維持のために撤去は不可能
として判断したとの事である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（奥越土木建築課
聴取）

路地状敷地（敷地延長）の制限
　　有　・　無　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

路地状部分の長さ 路地状部分の幅員

建築物の建築の可否 敷地と道路との関係（概略図）

（　可　・　否　）

私道の変更又は廃止の制限

（法45条による制限があります）

公道
水路

4／6
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㎡ （持分　　／　　）

円

㎡

私道負担等に関する事項

私道負担等の有無 　有　・　無

１　対象不動産に含まれる私道に関する負担等の内容

負担面積

負担金

建築基準法42条２項等により後退（セットバック）する部分の面積

（備考）

２　対象不動産に含まれない私道に関する事項

所有名義人
住　　所

氏　　名

（備考）

供給処理施設の概要

配管等の状況 施設整備状況 事業所名

電気 接面道路配線 有・無 引き込み可
北陸電力㈱奥越営業所

℡　0120-83-7119

上水道 接面道路配管 有・無
前面道路に本管なし

（井戸あり）

大野市上水道課

℡　0779-65-7670

℡

下水道 接面道路配管 有・無
引き込み可
（休止中）

大野市下水道課

℡　0779-65-7670

都市ガス 接面道路配管 有・無

5／6
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線 駅

線 駅

北 方 約 1.4 ㎞・ 徒歩約 20 分

　　バス

徒歩約 分

市役所

支所

役場

小学校 物件の 北西方 約 1.0 ㎞

中学校 物件の 東 方 約 50.0 m

・現況での売却となります。

＊契約後に上記に記載されていない隠れた瑕疵が発見された場合があっても、福井県はその責任を

を負いません。

至近

鉄道

物件の　南西　方　約　2.1　　km

交通機関および公共施設の状況

交 通 機 関

鉄 道

ＪＲ 越美北 越前大野

・敷地の西側一部に下水枡あり

・敷地内に残置されたコンクリートブロック、浄化槽底板はそのままの売却となります。

・砂利敷の下に防草シートが敷かれています。

バ ス
フォレストタウン大野 停留所

公 共 施 設

市町役場

大野

・地下埋設物調査、地盤調査、土壌汚染調査および電波障害調査は行っていません。

小 学 校 下庄

中 学 校 陽明

その他

参
考
事
項

・敷地の南東側一部に井戸あり（ポンプを使用すれば使用可）

※　物件調書は、入札参加者等が物件の概要を把握するための参考資料です。
　　 （制限等の内容についても、概要のみの記載となります。）
　　入札参加、買受申込みの際には、必ずご自身の責任において現地および諸規制についての
　　調査、確認を行ってください。
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入札物件の詳細 
 

 

 

物件番号：大野-2 

大野市陽明町四丁目５０２番(土地) 

 

案 内 図 

地 形 図 （ 公 図 ） 

地  積  測  量  図 

物  件  調  書 

 

 

 

-31-



【案内図】 
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登 記 簿

登 記 簿 宅地 現　　況 宅地

物 件 調 書

所 在 地 大野市陽明町４丁目５０２番

住 居 表 示

物件：大野－２

　１　市街化区域　　２　市街化調整区域　　３　非線引区域　　４　準都市計画区域

　５　その他
（制限の概要）
市街区域及び市街化調整区域の区分がされていないが、都市計画区域内であり、3,000㎡以上
の開発行為は許可が必要。

都市計画道路

面　　　　　積 1141.10㎡ 実　　測 1141.10㎡ 実測面積は、
（現況測量図・確定測量図）
に基づく地　　　　　目

　１　許可番号　　　　　号（平成　　年　　月　　日）

　２　完了公告　　　　　号（平成　　年　　月　　日）

　有　・　無　・　施行中 名称

（備考）
　

法令に基づく制限概要

（１）都市計画法・土地区画整理法に基づく制限

都
　
　
市
　
　
計
　
　
画
　
　
法

都市計画区域（内・外）

仮換地指定　　　（　未・済　）　　　年　　月　　日　　　　　号

換地処分の公告（予定・済）　　　　　年　　月　　日

　有　・　無　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（備　考）

清算金

有（１　計画決定　　２　事業決定　　名称　　　　　　　　　幅員　　ｍ）　　　

無

開発許可等 有 ・ 無

　許可等の種類

土
地
区
画
整
理
法

土地区画整理事業 計画

換地（予定）期日

1/8
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（２）建築基準法に基づく制限

用
途
地
域

１ 第一種低層住居専用地域　　２ 第二種低層住居専用地域

３ 第一種中高層住居専用地域　　４ 第二種中高層住居専用地域　 ５ 第一種住居地域

６ 第二種住居地域　　７ 準住居地域   ８ 近隣商業地域 　 ９ 商業地域

10 準工業地域　　11 工業地域 　12　工業専用地域　13　用途地域の指定なし
（制限の概要）　　住宅、アパート、寄宿舎、兼用住宅、500㎡の店舗等は建築可。

地
域
・
地
区
・
街
区

特別・用途・地区

１　防火地域　　２　準防火地域　　３　高度地区　　４　高度利用地区　　５　特定街区

６　景観地区　　７　風致地区　　８　災害危険区域　　９　地区計画区域

１０　高層住居地区　　１１　都市再生特別地区　　　１２　特別用途地区

１３　特定用途制限地域　１４　その他（　　　　　　　　　　）
（制限の概要）　なし

建築協定 　　有　　・　　無

建築面積の限度
（建ぺい率制限）

60%

延床面積の限度
（容積率制限）

200%
ただし接面道路の幅員により左記容積率がさらに下記のとおり制限されます。

容積率＝〔道路幅員〕　　　　　ｍ×　　　／10×100％

外壁後退・壁面線の制限 　　有　　・　　無

建物の高さの制限
１　道路斜線制限　　２　隣地斜線制限　　３　北側斜線制限
４　絶対高さ　１０ｍ・１２ｍ
５　日影による中高層の建築物の制限（　二　種）

私道の変更または廃止の制限 　　有　　・　　無

（備考）

2/8
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（３）その他の法令に基づく制限

※数字は、宅地建物取引業法施行令第３条１項各号に掲げる法令それぞれの各号の番号です。

５の３　景観法 14　住宅地区改良法 20　海岸法 27　土地収用法

６　土地区画整理法 15　公有地拡大推進法 21　砂防法 28　文化財保護法

６の３　地方拠点都市地域整
　　　備及び産業業務施設再
　　　配置の促進に関する法律

16　農地法 22　地すべり等防止法 29　航空法（自衛隊法
　において準用する場
　合を含む。）17　宅地造成等規制法 23　急傾斜地法

８　旧市街地改造法（旧防災
　建築街区造成法において準
　用する場合に限る）

17の２　都市公園法
23の2　土砂災害防止
　　　対策推進法

30　国土利用計画法

18　自然公園法 24　森林法 31　廃棄物の処理及
　び清掃に関する法
　律

10　近畿圏の近郊整備区域
　及び都市開発区域の整備
　及び開発に関する法律

18の３　近畿圏の保全
　　　区域の整備に関
　　　する法律

25　道路法

26　全国新幹線鉄道
　整備法

32　土壌汚染対策法

12　都市再開発法 19　河川法 33　高齢者、障がい者
　　等の移動等の円滑
　　化の促進に関する
　　法律

12の５　地域における歴史
　　　的風致の維持及び向
　　　上に関する法律

19の2 特定都市河川浸
　　水被害対策法

その他
（　　　　　　　）
（　　　　　　　）13　港湾法

（制限の概要）
28.文化財保護法に基づく埋蔵文化財包蔵地の指定はない。
32.土壌汚染対策法に基づく土壌汚染の可能性に有無については、履歴調査の結果、可能性は低いも
のと判断した。
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南 側 番 6 ｍ 25 ｍ

東 側 番 ｍ 37 ｍ

側 番 ｍ ｍ

側 番 ｍ ｍ

(１)

(２)

(３)

(４)

2

3

4

ｍ ｍ

敷地と道路との関係 ※法：建築基準法

接
　
面
　
道
　
路

接道方向 公・私道の別 道路の種類（下記） 幅員（ｍ） 接道長さ（ｍ）

公道・私道 1（1）

公道・私道 1（1） 2.8～3.4

公道・私道

公道・私道

道路位置指定道路 昭和・平成　　年　　月　　日　第　　　　　　　号

道
路
の
種
類

1

道路法による道路

都市計画法、土地区画整理法、旧住宅地造成事業法、都市再開発法、
新都市基盤整備法、大都市地域における住宅地等の促進に関する法律による
道路

建築基準法第３章が適用されるに至った際、現に存在する道

道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、
大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する法律による新設変更の
事業計画のある道路で２年以内にその事業が執行される予定のものとして
特定行政庁が指定したもの

土地を建築物の敷地として利用するため上記１の法によらないで道を築造
しようとする者が特定行政庁から指定を受けたもの（位置指定道路）
上記１（３）に該当する道路のうち、幅員が４ｍ未満のもので特定行政庁
が指定したもの　　　　　　　　　　　　　　　　（法４２条２項道路）

上記１～３に該当しない道路（建築確認不可）

法４３条１項但書の適用 　　　有　・　無

道路境界線後退（セットバック）
による建築確認対象面積の減少

　　　有　・　無

（セットバックの内容）
東側道路（市道）は、再築時セットバックが必要との事である（大野市建築整備課聴取）

路地状敷地（敷地延長）の制限
　　有　・　無　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

路地状部分の長さ 路地状部分の幅員

建築物の建築の可否 敷地と道路との関係（概略図）

（　可　・　否　）

私道の変更又は廃止の制限

（法45条による制限があります）

公道

公道
河川（善導寺川）
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㎡ （持分　　／　　）

円

㎡

私道負担等に関する事項

私道負担等の有無 　有　・　無

１　対象不動産に含まれる私道に関する負担等の内容

負担面積

負担金

建築基準法42条２項等により後退（セットバック）する部分の面積

（備考）
セットバック面積は具体的建築内容に適応して大野市建築整備課に相談のこと

２　対象不動産に含まれない私道に関する事項

所有名義人
住　　所

氏　　名

（備考）

供給処理施設の概要

配管等の状況 施設整備状況 事業所名

電気 接面道路配線 有・無 引き込み可
北陸電力㈱奥越営業所

℡　0120-83-7119

上水道 接面道路配管 有・無 前面道路に本管なし
大野市上水道課

℡　0779-65-7670

℡

下水道 接面道路配管 有・無 引き込み可
大野市下水道課

℡　0779-65-7670

都市ガス 接面道路配管 有・無
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線 駅

線 駅

北西 方 約 1.1 ㎞・ 徒歩約 15 分

　　バス

北西 方 約 290 ｍ・ 徒歩約 5 分

市役所

支所

役場

小学校 物件の 北西方 約 0.7 ㎞

中学校 物件の 北東方 約 0.6 ㎞

・地下埋設物調査、地盤調査、土壌汚染調査および電波障害調査は行っていません。

・現況での売却となります。

＊契約後に売買物件が種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しないものであることを

発見しても、福井県はその責任をを負いません。

鉄道

物件の　南西　方　約　1.6　　km

交通機関および公共施設の状況

交 通 機 関

鉄 道

ＪＲ 越美北 大野

・敷地の北東方一部に電柱あり（北陸電力所有）

・敷地の東端一部に井戸あり（ポンプを交換すれば使用可能と思われる）

・東側道路からの敷地乗り入れは一部のみ（別添現況写真参照）

バ ス
さくら公園 停留所

公 共 施 設

市町役場

大野

・敷地内に塀あり。

・砂利敷の下に防草シートが敷かれています。

・敷地内の上記工作物は現状有姿のままでの売却となります。

小 学 校 下庄

中 学 校 陽明

その他

参
考
事
項

・敷地の南西側一部に防犯灯あり（支柱は県の所有だがＬＥＤ街灯は陽明町４丁目地区所有）

※　物件調書は、入札参加者等が物件の概要を把握するための参考資料です。
　　 （制限等の内容についても、概要のみの記載となります。）
　　入札参加、買受申込みの際には、必ずご自身の責任において現地および諸規制についての
　　調査、確認を行ってください。
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（別添） ５０２番 現況写真

　　　   対象不動産

（防犯灯） 対象不動産
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ブロック閉鎖により
乗り入れ不可

対象不動産  公道

　 （井戸） 公道 対象不動産
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「県有財産随時売払募集要項」 

 

買受申込のための様式集 

 

 

 

   ・県有財産買受申込書 

 

   ・役員名簿 

 

・資格誓約書 

 

   ・委任状 
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県 有 財 産 買 受 申 込 書 
 

 

 

福井県知事 石田 嵩人 様 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

            申込者 

 住 所 

 氏名または名称 

 および代表者名                     ㊞ 

 
   （ 生 年 月 日   年  月  日 生 ） 

 

（ 連 絡 先 ）    （    ）     

 

 下記の県有財産を買い受けたいので、福井県財務規則、契約条項、募集要項 

等を承諾のうえ申込みます。 
 

記 

 

物 件 の 所 在  区 分 数 量 買受希望金額 

 土地 ㎡ 円 

 

※ 法人の場合は、所在地、名称ならびに代表者の職・氏名を記入すること 

※ 共有名義の場合は共有者全員の住所、氏名を記載し押印すること。 

 

（実印） 
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役員名簿 
 

 

商号・名称  

 

（役員に関する事項） 

役職名 氏名（フリガナ） 
生年月日 
（和暦） 

住所（住民票の住所） 

  
    年 
 月  日 

 

  
年 

 月  日 

 

  
年 

 月  日 

 

  
年 

 月  日 

 

  
年 

 月  日 

 

  
年 

 月  日 

 

  
年 

 月  日 

 

  
年 

 月  日 

 

  
年 

 月  日 

 

  
年 

 月  日 

 

  
年 

 月  日 

 

  
年 

 月  日 

 

※法人登記簿謄本に記載の役員全員について、記載してください。 
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（本人用） 

資 格 誓 約 書 
 

令和  年  月  日 

福井県知事 

  石田 嵩人 様 

              住     所  

 

              氏名または名称 

              および代表者名                
 
                          年   月   日生 

 

 私は、県有財産買受申込に当たり、下記事項を誓約します。 

  なお、買受申込資格の確認をするため、福井県が福井県警察本部に照会することについ

て承諾します。 

 

記 

 

１ 「地方自治法施行令」（昭和 22 年政令第 16 号）第１６７条の４第１項に規定する一

般競争入札に参加させることができない者および同条第２項各号に該当すると認めら

れる者のいずれにも該当しません。 

 

２ 過去２年間、地方自治法施行令第１６７条の４第２項第１号から第６号までの規定に 

 該当したことはありません。 

 

３ 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」（平成３年法律第 77 号）第２条 

第２号から第４号までおよび第６号に規定する者ではありません。 

 また、これらの暴力団および暴力団員と、社会的に非難されるような関係はなく、 

暴力団および暴力団員等の依頼を受けて入札に参加しようとするものではありません。 

 

４ 「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律」（平成 11 年法律第 147 号）

第５条第１項に規定する観察処分の決定を受けた団体および当該団体の役員もしくは構

成員ではありません。 

 

５ 県有地を購入したときは、これを上記３または４に該当する者に、譲渡または貸与す

ることはありません。 

 

６ 福井県職員で当該売払財産に関する事務に従事する者ではありません。 

 

７ 買受申込を行う物件については、募集要項等の内容について全て承知の上、参加し 

 ますので、後日これらの事柄について、福井県に対し一切の異議および苦情を申し立 

てません。 
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（共有名義用） 

資 格 誓 約 書 
令和  年  月  日 

福井県知事 

  石田 嵩人 様 

 

              住     所  

  

             氏名または名称 

              および代表者名                

                          年   月   日生 

住     所  

 

              氏名または名称 

              および代表者名                

                          年   月   日生 

 

 私は、県有財産買受申込に当たり、下記事項を誓約します。 

  なお、買受申込資格の確認をするため、福井県が福井県警察本部に照会することについ

て承諾します。 

 

記 

 

１ 「地方自治法施行令」（昭和 22 年政令第 16 号）第１６７条の４第１項に規定する一

般 

 競争入札に参加させることができない者および同条第２項各号に該当すると認められる 

 者のいずれにも該当しません。 

２ 過去２年間、地方自治法施行令第１６７条の４第２項第１号から第６号までの規定に 

 該当したことはありません。 

３ 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」（平成３年法律第 77 号）第２条 

第２号から第４号までおよび第６号に規定する者ではありません。 

 また、これらの暴力団および暴力団員と、社会的に非難されるような関係はなく、 

暴力団および暴力団員等の依頼を受けて入札に参加しようとするものではありません。 

４ 「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律」（平成 11 年法律第 147 号）

第５条第１項に規定する観察処分の決定を受けた団体および当該団体の役員もしくは構

成員ではありません。 

５ 県有地を購入したときは、これを上記３または４に該当する者に、譲渡または貸与す

ることはありません。 

６ 福井県職員で当該売払財産に関する事務に従事する者ではありません。 

７ 買受申込を行う物件については、募集要項等の内容について全て承知の上、参加し 

ますので、後日これらの事柄について、福井県に対し一切の異議および苦情を申し立 

てません。 
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委   任   状 
 

 

 福井県知事 

  石田 嵩人 様 

 

 

                 代理人 （住所） 

 

                     （氏名）            ㊞ 

 

 

 私は、上記の者をもって代理人と定め、下記の権限を委任します。 

 

記 

 

 県有財産買受申込書を提出し、契約することおよびこれに付随する一切の権限 

 

 令和  年  月  日 

 

                 申込者 （住所）  

                     （氏名）            ㊞ 

                              

 
 

（実印） 
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